
様  式  1

所 管 課  ：　 道路街路課

  事 業 名   ： 都市計画道路３・２・１８号城間前田線街路事業

1 事業概要 　事業種別  ：  街路事業   事業主体  ：  沖縄県 当初事業期間　：　H24  ～  H29

（H24～R2）

  事業箇所  ：  浦添市   根拠法令  ：  都市計画法 　　  事業期間　：　H24  ～  R7

 総事業費(百万円) ： 11,624   費用内訳  ： 補助  9/10

（整備目的）

2 再 評 価   ■ ① 事業採択後１０年間を経過              □ ② 事業採択後５年間を経過して未着工

該当項目   □ ③ 再評価後一定期間（　 　年）を経過    □ ④ 事業の中止    □ ⑤ その他  （　　　　　　　　　　　）

  ■ ① 用地取得の困難       □ ② 調査・設計の困難   □ ③ 事業の拡大   □ ④ 予算の確保

3 再評価に至 　□ ⑤ 手続き・法令の問題   □ ⑥ 他事業との関係     □ ⑦ 整備効果の問題

った主な要因 　□ ⑧ 当初計画が長期間　  ■ ⑨ その他 （電線管理者や地権者との調整）

 (具体的理由)

事業費 (百万円) 整備延長  ( m ) 用地取得 (千㎡)

4 事 業 の 11,624 720 20.0 

進捗状況 10,485 649 20.0 

 (R2．3末時点) 90 % 90 % 100 %

 ① 走行時間短縮 39,207  ① 事業費 10,907 

5 事業効果の  ② 走行経費低減 3,000  ② 維持管理費 100 

評価指標  ③ 交通事故減少 650 

(検討年 50年) 総便益 42,857 総費用　　　　　 　 11,007 

(基準年 R2) 基準年換算 （Ｂ） 16,379 基準年換算 （Ｃ） 13,229 

(単位： 百万円)   費用便益比　（Ｂ／Ｃ） = 　16379 ／ 13229 = 1.24

 ① 社会･経済　：

6 事業を巡る

状況の変化  ② 地元･自治体 ：

 ③ 利害関係者 ：

 ① 事業の必要性・緊急性・有効性など ：

7 事業の必要

性・効率性

 ② 事業の効率性 (代替案等の可能性やコスト縮減) ：

 ③ 事業効果の発現状況：

 ① 事業計画等 ：

8 今後の対応  ② 対住民関係 ：

・見通し

 ③ 執行体制等 ：

9 対応方針   ■ ① 事業継続（現計画）　　　　□ ② 事業継続（見直し）　　　　□ ③ 事業の中止

　現体制で取り組む。

実施済

率

項   目

　道路利用者の利用向上のため、５年以内の完成を目指す。

　当該事業区間の用地取得が100％である。また、景観重要公共施設の指定以降、景観協議会にお
ける検討等を重ねていることから、現計画で事業を推進することが効率的である。

　当該路線は、浦添市役所、浦添小学校、浦添中学校等へのアクセス道路、東西横断道路として利
用されており、朝夕のラッシュ時の混雑が日常化しているため主要渋滞箇所となっている。また、沖縄
都市モノレール延長区間の終点が近接し、早期４車線整備による交通容量の拡大、円滑な連結が求
められている。また、学校施設が近接することから、歩道を拡幅整備し、歩行者の安全を確保する必
要がある。

計   画

公 共 事 業 再 評 価 調 書

　特になし。

・特になし。

　当該路線は、沖縄本島東海岸と西海岸を結ぶ都市計画道路で、国道58号、沖縄自動車道、国道
329号の縦軸幹線道路を相互に連結する主要な横軸幹線道路である。
　当該事業は、浦添警察署前交差点から西原町向けの約0.72㎞の区間で、西原入口交差点を中心
に慢性化している渋滞を緩和するため、道路事業等と併せて４車線に拡幅し、周辺交通の円滑化及
び道路利用者の安全・安心の向上を図る。また、モノレール導入路線であり、モノレール事業と連携し
た整備により地域の活性化を図る。

・補償内容に対する不満等で、用地取得が難航したため。
・電線共同溝の整備にかかる占用予定の協議等に時間を要するため。

・沖縄都市モノレール延長整備事業により、当該路線の周辺では経塚駅、前田駅、
てだこ浦西駅の３駅が建設され、令和元年10月から新たに営業を開始した。
・道路事業で事業中の浦添西原線バイパスが令和元年８月に暫定供用、沖縄都市
モノレール延長整備事業で浦西停車場線が令和元年９月に全線供用を開始した。

  事 業 量  ：  L=720m W=34m

　沖縄都市モノレール延長整備事業や浦添西原線バイパスと連携して暫定供用を行っている。また、
歩道が拡幅された箇所に関しては、安全な歩行空間が確保されている。

・平成27年度に景観地区として県道浦添西原線沿線地区が指定された。
・平成28年度に県道浦添西原線が景観重要公共施設に指定された。


